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3 浸水防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備が設置

された建物・構築物の基準地震動ＳＳに対する機能要求の整理 

 

 「浸水防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備が設置

された建物・構築物」，さらに「津波監視設備が設置された建物・構築物」の基

準地震動ＳＳに対する機能要求について第１表に整理した。 

 東海第二発電所の第 4 条への適合のための設計方針を説明する資料において

は，第 1 表の機能要求に基づいた設計方針の記載とする。  

 

第 1 表 各設備，施設の基準地震動ＳＳに対する機能要求の整理 

設備，施設 機能要求 

津波防護施設 津波防護機能 

浸水防止設備 浸水防止機能 

津波監視設備 津波監視機能 

浸水防止設備が設置された建

物・構築物 

浸水防止機能 

浸水防止設備の間接支持構造物とし

ての機能 

津波監視設備が設置された建

物・構築物 

津波監視設備の間接支持構造物とし

ての機能 
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